自家用自動車有償貸渡約款（参考様式）
自家用自動車有償貸渡約款
（レンタカー貸渡約款）
　※この約款は参考様式です。実際の申請・運用にあたっては、必ず行政書士または弁護士にご確認ください。
第１章　総則
第１条（約款の適用）
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車（以下「レンタカー」という。）を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
２　当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。
３　借受人は、借受人と異なる運転者を指定する場合は、当該運転者にこの約款のうち運転者に係る部分を周知し、遵守させるものとします。

第２条（用語の定義）
この約款において、次の各号に定める用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるとおりとします。
（1）　「借受人」とは、当社との間でレンタカー貸渡契約を締結する者をいいます。
（2）　「運転者」とは、借受人本人または借受人が指定した者でレンタカーを実際に運転する者をいいます。
（3）　「貸渡期間」とは、当社がレンタカーを引き渡した時から借受人が返還するまでの期間をいいます。
（4）　「貸渡料金」とは、当社が別に定める料金表に基づく料金をいいます。

第２章　予約・契約
第３条（予約の申込み）
借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、当社所定の方法により、あらかじめ車種・借受開始日時・借受場所・貸渡期間・返還場所・運転者その他の借受条件（以下「借受条件」という。）を明示して予約の申込みを行うことができます。
２　当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
３　予約した借受開始時刻を１時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、予約が取り消されたものとします。

第４条（予約の取消し・変更）
借受人の都合により予約を取り消すときは、借受人は当社に対し、別表キャンセルポリシーに定める取消手数料を支払うものとします。
２　当社の都合により予約を取り消すときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別途定める違約金を支払うものとします。
３　事故、盗難、天災その他当社または借受人のいずれの責めにもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、双方とも相手方に対して何らの請求もしないものとします。
４　借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承認を受けるものとします。

第５条（貸渡契約の成立）
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。

第６条（貸渡しの拒否）
当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約の締結を拒否することができるものとします。
（1）　運転免許証を提示しないとき、または提示された運転免許証が有効でないとき。
（2）　飲酒、疲労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがあると認められるとき。
（3）　反社会的勢力（暴力団・暴力団員・暴力団関係者その他これらに準ずる者）に該当すると認められるとき。
（4）　当社が実施する本人確認・審査等に応じないとき。
（5）　過去にこの約款に違反したことがあるとき。
（6）　その他当社が貸渡しを不適当と判断する合理的な理由があるとき。

第３章　料金
第７条（貸渡料金）
貸渡料金は、当社が別に定める料金表によるものとします。
２　貸渡料金には、自動車保険料（当社が加入する任意保険に係るものに限る。）を含みます。ただし、免責補償料（CDW）は別途申し受ける場合があります。
３　料金表は当社事務所に掲示し、借受人の求めに応じて提示するものとします。

第８条（料金の支払い）
借受人は、レンタカーの引渡し時までに、当社所定の方法により貸渡料金を支払うものとします。
２　貸渡期間の延長があったときは、借受人は延長分の貸渡料金を当社に支払うものとします。

第９条（キャンセル料）
借受人の都合により予約を取り消した場合のキャンセル料は、別表のキャンセルポリシーによるものとします。

第１０条（延滞料）
借受人が返還期日を過ぎてもレンタカーを返還しないときは、当社は借受人に対し、延滞期間に応じ、通常の貸渡料金の２倍に相当する延滞料を請求することができるものとします。

第４章　引渡し・返還
第１１条（引渡し）
当社は、貸渡契約成立後、当社事務所においてレンタカーを借受人に引き渡すものとします。
２　当社は、引渡しにあたり、レンタカーの現状（傷・へこみ等の有無）を借受人とともに確認するものとします。
３　当社は、引渡しの際に貸渡証（貸渡原票）を作成し、借受人に交付するものとします。

第１２条（返還）
借受人は、貸渡期間終了時に、当初指定された返還場所においてレンタカーを返還するものとします。
２　借受人は、返還の際には給油を完了した状態でレンタカーを返還するものとします。未給油の場合は、当社が別に定める実費を徴収することがあります。
３　当社の営業時間外に返還する場合は、あらかじめ当社の了承を得るものとします。

第１３条（貸渡期間の延長）
借受人は、返還期日の延長を希望するときは、あらかじめ当社に連絡し、承認を得るものとします。
２　当社の承認なく貸渡期間を超えてレンタカーを使用した場合は、第10条の延滞料が発生するものとします。

第５章　借受人の義務・禁止事項
第１４条（借受人の義務）
借受人は、次の各号の事項を遵守するものとします。
（1）　レンタカーを善良な管理者の注意をもって使用すること。
（2）　道路交通法その他の法令を遵守し、安全運転に努めること。
（3）　レンタカーの使用中に生じた交通違反については、借受人自身の責任で対処すること。
（4）　レンタカーの維持・管理に必要な日常点検（燃料・オイル・タイヤ等の確認）を行うこと。
（5）　貸渡期間中は、常に当社が連絡可能な状態を保つこと。

第１５条（禁止事項）
借受人は、次の各号に定める行為をしてはならないものとします。
（1）　当社の事前承認なく、第三者にレンタカーを転貸または使用させること。
（2）　レンタカーを有償で旅客または貨物の運送の用に供すること。
（3）　飲酒・薬物の影響下でレンタカーを運転すること。
（4）　レンタカーを競技・試験・展示その他これらに類する目的に使用すること。
（5）　レンタカーを改造・分解すること、または当社の同意なく付属品の取外しや交換を行うこと。
（6）　レンタカーを国外へ持ち出すこと。
（7）　法令に違反する用途または社会通念上不適切な用途に使用すること。
（8）　レンタカーに著しく汚損を生じさせること。

第６章　事故・損害
第１６条（事故発生時の措置）
借受人は、貸渡期間中に交通事故、火災、盗難その他の事故（以下「事故等」という。）が発生したときは、直ちに次の措置を講じるものとします。
（1）　負傷者の救護および道路の安全確保を行うこと。
（2）　警察および消防署へ通報すること。
（3）　当社に速やかに連絡すること。
（4）　当社および保険会社の指示に従うこと。
２　借受人は、当社または保険会社の同意なく、示談その他の合意を行ってはならないものとします。

第１７条（損害賠償）
借受人は、貸渡期間中にレンタカーの損傷・滅失・盗難が生じたときは、当社に対してその損害を賠償するものとします。
２　借受人がこの約款の禁止事項に違反したことにより生じた損害については、保険・補償の適用外となる場合があります。
３　当社は、借受人の使用または返還の遅延によって生じた損害について、借受人に対し請求できるものとします。

第１８条（当社の免責）
当社は、次の各号の場合において借受人に生じた損害については、責任を負わないものとします。
（1）　借受人または運転者の故意・過失による事故等から生じた損害。
（2）　借受人がこの約款の禁止事項に違反したことにより生じた損害。
（3）　天災地変、戦争、暴動その他不可抗力による損害。
（4）　レンタカー内に残置した借受人の所持品に関する損害。

第７章　保険
第１９条（保険の付保）
当社は、レンタカーについて、道路運送車両法に基づく自動車損害賠償責任保険（自賠責保険）のほか、任意保険（対人・対物・車両）に加入するものとします。
２　任意保険の補償内容は、当社が別途定める保険概要のとおりです。

第２０条（保険適用の除外）
次の各号に該当する場合は、保険が適用されない場合があります。
（1）　借受人がこの約款の禁止事項に違反して使用したとき。
（2）　飲酒運転・無免許運転・薬物運転等の法令違反行為によるとき。
（3）　当社への事故報告を怠ったとき。
（4）　その他保険約款に定める免責事由に該当するとき。
２　保険が適用されない場合の損害は、借受人が全額負担するものとします。

第８章　契約の解除
第２１条（当社による解除）
当社は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの通知・催告なく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
（1）　この約款に違反したとき。
（2）　第６条各号の貸渡拒否事由に該当することが判明したとき。
（3）　貸渡料金の支払いを怠ったとき。
（4）　当社との連絡が取れなくなったとき。
２　前項により解除した場合、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。

第２２条（不可抗力による中途終了）
貸渡期間中に天災その他の不可抗力の事由によりレンタカーが使用不能となった場合は、貸渡契約は終了するものとします。この場合、借受人は直ちに当社に連絡するものとします。

第９章　個人情報・その他
第２３条（個人情報の取扱い）
当社は、貸渡契約の締結・履行に際して取得した借受人の個人情報を、次の目的のために利用するものとします。
（1）　貸渡契約の履行および管理。
（2）　法令上の義務の履行（貸渡簿への記録等）。
（3）　事故・損害発生時における保険会社への情報提供。
２　当社は、法令に基づく場合を除き、借受人の同意なく第三者に個人情報を提供しないものとします。

第２４条（免許証の確認）
当社は、道路運送車両法に基づく通達（自旅第138号）に従い、貸渡契約締結にあたって借受人および運転者の運転免許証の提示を求め、運転免許証の写しを貸渡簿に添付または記録するものとします。

第２５条（合意管轄）
この約款に関する紛争については、当社の主たる事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

第２６条（約款の変更）
当社は、法令の改正または事業運営上の必要に応じて、この約款を変更することがあります。変更後の約款は、当社事務所への掲示またはその他適切な方法により告知するものとします。


別表　キャンセルポリシー
借受人の都合による予約取消しの場合、以下のキャンセル料を申し受けます。

【キャンセル料率】
利用日の７日前まで　：　無料
利用日の６日前〜前日　：　基本料金の30％
利用当日（連絡あり）　：　基本料金の50％
無連絡不参加（ノーショー）：　基本料金の100％

※キャンセル料率は事業者の判断により変更可能です。実情に合わせて修正してください。
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